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町外通勤者助成金の

ご案内

　本制度は、町内に居住し町外へ通勤する若者（18 歳以上 40 歳以下の方）に月額 7 千円分の豊頃町商品券を
支給する制度です。次の要件をご確認のうえ、手続き願います。

申請に必要な書類
①　町外通勤者助成金交付申請書
②　雇用証明書（任意様式）
③　町税等納入状況調査承諾書
④　町外通勤者勤務状況証明書
※ ①、③、④は、町企画課備え付けの申請書を使用してください
※ ④は、通勤実績で証明してください（「通勤見込み」では不可。特に 3 月・

9 月分の通勤実績については、証明日との整合性にご注意ください

申請書類の提出先
　申請に必要な書類は、町企画課町づくり推進係へ直接、ま
たは電話で請求のうえ提出してください。

対象要件
①　本町に居住している方
②　昭和 53 年 4 月 2 日～平成 12 年 4 月1日生まれの方
③　町外通勤日数が 15 日以上の月が 3 か月以上ある方
④　通勤者および同居家族が町税その他町に対する債
　　務を滞納していない方
⑤　高等学校、専門学校、大学等に在籍していないこと

助成基準日
　助成を受けようとする方は 9 月 15 日（上半期）、3
月 15 日（下半期）に対象要件を満たしていること

助成金額
　月額 7 千円の豊頃町商品券を支給します。
　勤務実績に応じて支給月数が変わります。

問合せ先 役場企画課町づくり推進係　☎（574）2216

本制度は、町内に居住し町外へ通勤する若者（18 歳以上 40 歳以下の方）に月額 7 千円分の豊頃町商品券を

2019 年度の助成基準日
上半期▶▶▶

2019 年 9月15日
下半期▶▶▶

2020 年 3月15日

地域で子育てをお手伝い

ファミリー・サポート・センター事業を開始します
　町では、こどもプラザとよころ内に「ファミリー・サポート・センター」を開設し、7 月から活動を開始する

予定です。ファミリー・サポート・センターとは、地域で子育てをお手伝いする会員組織です。子育てのサポー

トをしてほしい人（依頼会員）とサポートをしたい人（提供会員）が会員登録し、サポートが必要なときにセンター

（アドバイザー）が仲介役となり、会員を紹介します。

対象児童
　おおむね生後 6 か月から小学校 6 年生まで

活動時間
　午前 7 時から午後 8 時まで
　原則として土・日・祝日を除く　

利用料金
　1 時間 600 円。送迎に係る経費、おやつ等は実費。

　サポート（援助）の内容は、保育所等までの送迎や子
どもの預かり（保育所の開始前や終了後、学校の放課後、
保護者の病気や急用等、冠婚葬祭やほかの子どもの学校
行事、買い物等の外出時）など センター事務局

（アドバイザー）

依頼会員 提供会員

①会員登録
②利用申込

①会員登録

③援助の依頼④提供会員の紹介

⑤事前打ち合わせ

⑥援助活動

⑦料金の支払い

依頼会員と提供会員の両方に登録するこができます▶▶両方会員

問合せ先 こどもプラザとよころ　☎（574）3931

3/23　大津保育所

3/22　豊頃小学校

3/23　茂岩保育所

3/22　大津小学校

　「卒業おめでとう」
　豊頃中学校に始まり、町内各所の
小学校、保育所で卒業修了式が行わ
れました。式中では、子どもたちか
らこれからの決意や保護者らへ感謝
を伝える場面があり、子どもたちの
成長を喜ぶ保護者らの姿がありまし
た。4 月から子どもたちはそれぞれ
の場で新しい一歩を踏み出します。

3/15　豊頃中学校

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
は
る
に
れ
は
見
て
い
た

役
場
だ
よ
り

▽
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
を
開
始
し
ま
す　

ほ
か

広
報
と
よ
こ
ろ

役
場
だ
よ
り


